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１ 計画策定の経過 

 

日  程 内   容 

平成 21 年 1 月 7 日から 

平成 21 年 1 月 23 日まで 

次世代育成支援にかかる市民ニーズ調査の実施 

 

 

平成 21 年 6 月 23 日 

知識経験者、公募委員及び労使の各代表者を選出し、

第１回児童福祉審議会を開催し、「入間市次世代育成支

援行動計画（後期計画）の策定について」市長から諮

問を受ける。 

 

 

平成 21 年 8 月 25 日 

第２回児童福祉審議会の開催 

・ 市民ニーズ調査の結果報告 

・ 子どもを取り巻く現状分析 

・ 後期計画策定にあたっての課題の抽出 

・ 基本理念、基本方針、基本姿勢及び基本目標の確認 

 

平成 21 年 10 月 27 日 

第 3 回児童福祉審議会の開催 

・ 前期計画の進捗状況の報告 

・ 後期計画策定あたっての課題解決 

・ 施策体系の検討 

平成 21 年 12 月 22 日 第４回児童福祉審議会の開催 

・ 後期計画骨子案の提案、検討 

平成 21 年 12 月 25 日から

平成 22 年 1 月 15 日まで 

（22 日間） 

パブリック・コメントの聴取 

平成 22 年 2 月 23 日  第５回児童福祉審議会の開催 

・ 後期計画素案提案、検討 

 

平成 22 年 3 月１６日   

市長に答申 

「入間市次世代育成支援行動計画（後期計画）の策定

について 
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２ 入間市児童福祉審議会条例及び児童福祉審議会委員名簿 

 

○入間市児童福祉審議会条例 

平 成 11 年 9 月 29 日  

条 例 第 18 号  

(設 置 ) 

第 １ 条  児 童 福 祉 法 (昭 和 22 年 法 律 第 164 号 )第 8 条 第 2 項 の 規 定 に 基

づ き 、 入 間 市 児 童 福 祉 審 議 会 (以 下 「 審 議 会 」 と い う 。 )を 置 く 。 (平 14

条 例 20・ 一 部 改 正 ) 

(所 掌 事 務 ) 

第 ２ 条  審 議 会 は 、市 長 の 諮 問 に 応 じ て 、児 童 の 健 や か な 育 成 及 び 子 育 て

支 援 に 関 す る 基 本 的 事 項 に つ い て 調 査 審 議 す る 。  

(組 織 ) 

第 ３ 条  審 議 会 は 、委 員 15 人 以 内 を も っ て 組 織 し 、児 童 の 福 祉 に 関 す る

事 業 に 従 事 す る 者 、学 識 経 験 の あ る 者 及 び 知 識 経 験 の あ る 者 の う ち か ら 、

市 長 が 委 嘱 す る 。 (平 13 条 例 3・ 平 14 条 例 20・ 一 部 改 正 ) 

(任 期 ) 

第 ４ 条  委 員 の 任 期 は 、 2 年 と す る 。 た だ し 、 再 任 を 妨 げ な い 。  

２  補 欠 に よ る 委 員 の 任 期 は 、前 任 者 の 残 任 期 間 と す る 。(平 13 条 例 3・

一 部 改 正 ) 

(会 長 及 び 副 会 長 ) 

第 ５ 条  審 議 会 に 、 会 長 及 び 副 会 長 を 置 き 、 委 員 の 互 選 に よ り 定 め る 。  

２  会 長 は 、 会 務 を 総 理 し 、 審 議 会 を 代 表 す る 。  

３  副 会 長 は 、会 長 を 補 佐 し 、会 長 に 事 故 が あ る と き は 、そ の 職 務 を 代 理

す る 。  

(会 議 ) 

第 ６ 条  審 議 会 は 、 会 長 が 招 集 し 、 会 長 が 会 議 の 議 長 と な る 。  

２  審 議 会 は 、委 員 の 半 数 以 上 の 出 席 が な け れ ば 、会 議 を 開 く こ と が で き

な い 。  

３  審 議 会 の 議 事 は 、出 席 委 員 の 過 半 数 を も っ て 決 し 、可 否 同 数 の と き は 、

議 長 の 決 す る と こ ろ に よ る 。  

４  審 議 会 は 、必 要 と 認 め る と き は 、関 係 者 に 対 し 、出 席 を 求 め て 意 見 又

は 説 明 を 聴 く こ と が で き る 。  

(庶 務 ) 

第 ７ 条  審 議 会 の 庶 務 は 、 福 祉 部 児 童 福 祉 課 に お い て 処 理 す る 。 (平 13

条 例 12・ 一 部 改 正 ) 



資料編 

 - 119 - 

(委 任 ) 

第 ８ 条  こ の 条 例 に 定 め る も の の ほ か 、必 要 な 事 項 は 、市 長 が 別 に 定 め る 。 

 

附  則  

(施 行 期 日 ) 

１  こ の 条 例 は 、 平 成 11 年 10 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  

(入 間 市 保 育 所 運 営 協 議 会 条 例 の 廃 止 ) 

２  入 間 市 保 育 所 運 営 協 議 会 条 例 (昭 和 55 年 条 例 第 9 号 )は 、 廃 止 す る 。 

(任 期 の 特 例 ) 

３  こ の 条 例 の 施 行 の 際 、 最 初 に 委 嘱 さ れ る 委 員 の 任 期 は 、 第 4 条 第 1

項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 平 成 13 年 3 月 31 日 ま で と す る 。  

(入 間 市 特 別 職 の 職 員 で 非 常 勤 の も の の 報 酬 及 び 費 用 弁 償 等 に 関 す る 条

例 の 一 部 改 正 ) 

４  入 間 市 特 別 職 の 職 員 で 非 常 勤 の も の の 報 酬 及 び 費 用 弁 償 等 に 関 す る

条 例 (昭 和 31 年 条 例 第 28 号 )の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

〔 次 の よ う 〕 略  

附  則 (平 成 13 年 条 例 第 3 号 ) 

１  こ の 条 例 は 、 平 成 13 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  

２  第 1 条 か ら 第 31 条 ま で の 規 定 に よ る 改 正 後 の 条 例 の 規 定 は 、 平 成

13 年 4 月 1 日 以 後 に す る 委 嘱 (同 日 前 に 委 嘱 又 は 任 命 さ れ た 委 員 の 補

欠 と し て す る 委 嘱 を 除 く 。 )か ら 適 用 す る 。  

附  則 (平 成 13 年 条 例 第 12 号 )抄  

(施 行 期 日 ) 

１  こ の 条 例 は 、 平 成 14 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 (平 成 14 年 条 例 第 20 号 ) 

こ の 条 例 は 、 平 成 14 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  
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○入間市児童福祉審議会委員名簿 

 

 氏  名 所 属 等 

会 長 川久保 俊 成 入間市民生委員・児童委員協議会 

副会長 市    万里子 地域の子育て支援団体 

 野 口 春 美 入間市民間保育園園長会 

 長 野 佐 七 入間市私立幼稚園連絡協議会 

 泉     炎 入間市健全育成推進協議会 

 平 岡 惠 子 保育所第三者委員 

 田 中  幸 也 知識経験者 

 高 橋 由美子 知識経験者 

 中  原 千佳子 知識経験者 

 黒 米 勝 己 労働者側代表 

 安 本 外 晴 使用者側代表 

 上 原 竹 喜 主任児童委員部会 

 酒 井 勲 雄 公募委員 

 清 水 義 昭 公募委員 

 土 橋 秀 子 公募委員 

 

※ 任期：平成２１年４月１日から平成２３年３月３１日まで 
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